
令和元年第１０回清瀬市農業委員会会議録 

 

令和元年１０月２３日午前９時００分から午前９時５０分、健康センター

会議室において、清瀬市農業委員会を開催した。 

 

１ 出席委員  会  長  第 ７ 番   松 村 俊 夫 

会長職務代理  第１０番   村 野 政 光 

  第 １ 番  三上 由明  第 ２ 番  小寺 茂 

  第 ３ 番  金子 秀計  第 ４ 番  中田 和夫 

  第 ５ 番  後藤 由美子  第 ６ 番  横山 眞一 

  第 ８ 番  増田  武   

  第１１番  粕谷 春夫  第１２番  村野 和博 

  第１３番  中村 英明  第１４番  小寺 正明 

 

２ 欠席委員  第 ９ 番  齊藤 忠之 

 

３ 議長    松村 俊夫(会長) 

 

４ 書記    木村広昇・中野正明・矢吹潤平 

 

５ 付議事項（１）相続税納税猶予制度に基づく「引き続き農業経営を行っ

ている旨の証明願」 

（２）「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証明 

願」について 

（３）農地法関係〔３・４・５条関係〕 

（４）その他 

 

議 長   皆さん定刻になりましたので、令和元年清瀬市第１０回の農業

委員会を始めたいと思います。１０月になってから農作物に対

する被害、河川の氾濫等での被害など様々な被害が出ておりま

す。農業まつりに対しましても、この２１号が去った後は天候

も落ち着こうと思いますので、どうか皆様方、努力をしていた

だきながら本年も農業まつりが開催できますよう協力をお願い

したいと思います。齊藤委員が体調不良のため欠席という連絡

をいただきました。本日は委員１４名中１３名の出席となって

おります。会議規則第６条の規定により過半数を満たしており

ますので、本日の総会は成立いたします。会議を開催するにあ

たり議事録署名委員を指名させていただきます。第８番委員の

増田委員、第１０番委員の村野政光委員となっております。よ

ろしくお願いいたします。 



 

議 長   議案第１号 相続税納税猶予制度に基づく、「引き続き農業経

営を行っている旨の証明願」を議題とさせていただきます。事

務局より、議案の朗読と説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局   はい。こちらは相続税納税猶予制度を適用された方が、３年ご

との報告を税務署に行う際に必要な書類になっております。申

請者の住所氏名等は省略させていただきます。 

 

１件目 申請年月日 令和元年９月１７日、申請回数１回目。 

２件目 申請年月日 令和元年１０月１日、申請回数６回目。 

以上でございます。 

 

議 長   只今、事務局で朗読説明ございました。担当地区の委員さんが

現地を確認しておりますので、報告をお願いします。 

 

１件目、粕谷委員よりお願いいたします。 

 

粕谷委員   ９月２０日(金)に事務局の矢吹さんと現地調査を行いました。

畑にキウイフルーツが栽培されており、下草がなくよく管理さ

れてました。 

 

議 長   ２件目、小寺茂委員よりお願いいたします。 

 

小寺茂委員   １０月４日（金）、事務局の矢吹さんと現地調査を行いまし

た。この方は中清戸の中でも篤農家で、ホウレンソウを栽培し

ています。 

 

議 長   只今担当委員より説明がございました。各委員何か質問はあり

ますでしょうか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは、異議なしという事で承認させていただきます。 

議案第２号「生産緑地に係る農業の主たる従事者についての証

明願」を議題とさせていただきます。事務局より説明をお願い

たします。 

 

事務局   はい。こちらは、生産緑地の買取り申出を行う場合、こちらの

証明書が必要になります。それでは読み上げさせていただきま



す。届出者の住所氏名等は省略させていただきます。 

 

１件目 土地の表示 中清戸四丁目１１４９番、地目 畑、地

積 ５１５㎡、他２筆。合計 １６７８㎡買取申出事由 死亡

のため。 

 

以上でございます。 

 

議 長   こちら、死亡でございます。何か質問はございますか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは、承認させていただきます。議案第４号、農地法関係

「３・４・５条関係」についてを議題とさせていただきます。

農地法第３条１件の許可申請を事務局より、お願いいたしま

す。 

 

事務局   はい、それでは農地法第３条の規定による農地の権利移動に関

する許可申請を朗読させていただきます。申請者の住所氏名等

は省略させて頂きます。受付期間は９月１１日から１０月１０

日までとなっております。 

 

１件目、土地の表示 中清戸三丁目４３１番、地目 畑、地積 

４７㎡、転用の目的 経営の効率化のため。 

 

      以上でございます。 

 

議 長   ただいま、事務局より説明がございました。現地に行った、小

寺茂委員より、説明をお願いします。 

 

小寺茂委員   １０月１１日（金）に私と矢吹さんと、申請者の方と現地調査

を行いました。この方は篤農家であり、年間を通じ、全ての農

地で作物を栽培していますので、全部耕作要件と常時従事要件

は問題ありません。また畑の面積要件の５０ａ以上あります。

総合的に問題ありません。 

 

議 長   質問はありますでしょうか。 

 

委 員   異議なし。 

 



議 長   それでは許可させていただきます。４条２件の専決処理報告を

事務局より、お願いします。 

 

事務局   はい、それでは農地法第４条１項７号の規定による自己による

農地転用の届出、専決処理報告をさせていただきます。申請者

の住所氏名等は省略させて頂きます。受付期間は９月１１日か

ら１０月１０日までとなっております。 

 

１件目、土地の表示 中里五丁目５７０番３、地目 畑、地積 

２０３㎡、転用の目的 住宅、駐車場用地、１０月４日 受

付、１０月１１日 処理。 

       

２件目、土地の表示 中清戸二丁目６６５番６、 

地目 畑、地積 １００㎡、転用の目的 駐車場用地、 

１０月８日 受付、１０月１１日 処理 

      以上でございます。 

 

議 長   どうでしょうか。質問等はございますか？ 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは承認させていただきます。続きまして、農地法第５条８

件の専決処理報告を事務局より、お願いします。 

 

事務局 はい、それでは農地法第５条第１項第６号の規定による権利移

動を伴う農地転用の届出、専決処理報告をさせていただきます。

申請者の住所氏名等は省略させて頂きます。まず１件目から３

件目までとさせていただきます。受付期間は９月１１日から１

０月１０日までとなっております。 

 

１件目、土地の表示 中里三丁目９４５番２、地目 畑、地積 

１７㎡、転用の目的 敷地延長、９月１３日受付、９月２０日

処理。 

 

２件目、土地の表示 中清戸一丁目４７７番、地目 畑、地積 

２３０３㎡、転用の目的 戸建販売 公衆用道路、９月１８日

受付、９月２６日処理。 

 

３件目、土地の表示 旭が丘四丁目８１４番１、地目 畑、地

積 ７６３㎡、転用の目的 戸建建築販売、９月２４日受付、



９月３０日処理。 

 

３件目までは以上です。 

 

議 長   ただいま、１番から３番までの説明朗読がございました。何か

質問等はございますでしょうか。 

 

委 員   特になし。 

 

議 長   ３件目までは承認させていただきます。４件目ですが清瀬市農

業委員会会議規則第１０条、委員会の委員は自己または同居の

親族、もしくはその配偶者の事項についてはその議事に参与す

ることができないということになっておりますので、金子委員

はしばらくの間は退出をお願いします。 

 

～金子委員退出～ 

 

議 長   事務局より、議案の朗読と説明をお願いしたいと思います。 

 

事務局   ４件目、土地の表示 旭が丘一丁目２５３番４、地目 畑、地

積 ５８３㎡、転用の目的 駐車場、９月２６日受付、９月３

０日処理。以上でございます。 

 

議 長   ４件目に関しては何か異議、質問はありますでしょうか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは承認させていただきます。金子委員の入室を許可しま

す。 

 

～金子委員入室～ 

 

議 長   それでは５件目以降を事務局で説明朗読をお願いいたします。 

 

事務局   ５件目、土地の表示 中清戸四丁目９２５番 1、地目 畑、地

積 ４５６３㎡、他１筆、合計８５３３㎡、転用の目的 建売

販売、１０月１日受付、１０月３日処理。 

６件目、土地の表示 中清戸四丁目９３０番２、地目 畑、地

積 ６９㎡、転用の目的 建売販売、１０月１日受付、１０月

３日処理。 



７件目、土地の表示 中里五丁目６３７番１、地目 畑、地積 

１６００㎡、転用の目的 建売住宅用地、１０月４日受付、１

０月７日処理。 

８件目、土地の表示 中清戸二丁目６６５番１、地目 畑、地

積 ４４４㎡、転用の目的 戸建建築販売、１０月８日受付、

１０月１１日処理。 

 

以上でございます。 

 

議 長   ただいま、事務局より説明がございました。各委員は何か質問

はございますか。 

 

委 員   異議なし。 

 

議 長   それでは、承認させていただきます。議案第４号、その他を議

題とさせていただきます。 

 

（１）生産緑地の買取申出に係る農業委員会への協力につい

て。事務局で朗読説明をお願いします。 

 

事務局   はい、朗読させていただきます。申請者の住所氏名等は省略さ

せていただきます。 

１件目 買取希望所在地 中里五丁目１０５７番１、地目 

畑、地積 ５０１㎡、他２筆、合計 １３４９㎡。 

２件目 買取希望所在地 中里五丁目１０５７番８、地目 

畑、地積 ２０７㎡。 

３件目 買取希望所在地 中清戸四丁目１１４７、地目 畑、

地積 ８０６㎡、他６筆、合計 ４１００㎡。 

以上でございます。 

 

議 長   これは生産緑地の買取申し出に係る協力依頼という形でござい

ます。これは協力ですので、この農地が欲しいと希望される方

がいれば、事務局に一報をお願いします。質問はございます

か。 

 

三上委員   自分の畑と隣合わせになっている、１筆だけ欲しいという方が

いたときはどうすればいいですか。 

 

議 長   要相談になると思います。ただし、場所にもよると思います。

基本的には農地ですから、市及び農業者が、先決で買い取るこ



とが出来きます。基本的に購入する際は計画を立てていると思

いますが、希望買取り価格が高く設定されています。一般的に

一筆だけ買って農業を継続するのは厳しいです。また一筆だけ

買ったということは聞いたことはないですね。余談ですが住宅

用地はもういらないと思います。実際はこれから人口減少がし

ていくと言われてます。空き家問題が出てきています。今、大

分前面に出ていますから、今後は農家もこういう部分でも厳し

くなっていくと思います。 

 

三上委員   わかりました。 

 

議 長   どうでしょうか。他に質問はありますか。 

 

委 員   特になし。 

 

議 長   承認させていただきます。 

 

（２）会議等の報告について。 

①農地利用状況調査。令和元年９月２５日（水）午後１時３０

分より市内全域を対象に行われました。参加者は農業委員、事

務局、まちづくり課です。６月の農地利用状況調査より３か月

が経ちましてどうでしたか。 

 

村野和博委員   一部を除いてよくなっているとは思います。 

 

議 長   先日、まちづくり課が特定生産緑地の意向に関しまして、農業

委員会から指導されたときは、内容の該当地に関しましてはそ

のまま、申請を認めるわけにはいかないという事を言ってまし

たので農家の皆さんに伝えていただければと思います。他に何

か質問等はございますか。 

 

職務代理   はい。 

 

議 長   どうぞ。 

 

職務代理   １０月２１日（月）の地区別座談会の件を局長の方からお願い

します。 

 

局 長   １０月２１日（月）JA東京みらいで上清戸・中清戸を対象とし

た、地区別座談会を行いました。その中で質問が出たのが特定



生産緑地の申請に係る、農地が荒れていた場合の申請が認めら

れるのか認められないのかというようなご質問がありました。

農地利用状況調査で指摘された場所についてはまちづくり課の

判断を仰ぐようになりますが、綺麗にしていただくというよう

な事が発生するのではないかと回答させて頂いております。以

上です。 

 

議 長   清瀬市のまちづくり課がすぐ受け付けるのではなくて、留保す

るということで先日も話していましたから、一歩前進したと思

います。どうでしょうかよろしいでしょうか。 

 

委 員   はい。 

 

議 長   ②北多摩地区農業委員会連合会理事会。令和元年１０月２１日

（月）午前１０時より立川市役所で行われました。参加者は農

業委員、事務局長です。局長の方から、お願いします。 

 

局 長   北多摩地区農業委員会連合会理事会の方に、会長と私で行って

きました。北多摩地区農業委員会連合会は北多摩地区１７市で

構成されておりまして、松村会長が副会長となっております。

議題につきましては今年度の北多摩地区優秀農業経営者表彰事

業の推薦について、来年の北多摩地区の視察先の候補地につい

て、来年度の予算確保について、農業委員会の広域連携会議の

開催についてが議題に上がりました。今年度の北多摩地区優秀

農業経営者表彰事業の候補の推薦についてですが、推薦期限が

今年の１２月３日（火）まで、という形で来年の１月１５日

（水）に審査を行い、２月４日（火）の１時３０分から立川市

女性総合センターアイムホールで開催することが決定しまし

た。これにおきまして、順次、立川市より文書を発送するとい

う事です。併せて基調講演を例年、行っており、今年度は東京

都農業会議の角田専務を招いて、女性農業委員会の活動、女性

農業会の推進についてを伺ったらいかがかといった意見があり

ましたので、事務局の方で調整するということになりました。

続きまして、会長研修の候補地についてですが、台風の被害を

受けた千葉県の復興を兼ねた視察についてどうかという事で意

見が上がりまして、事務局の方で調整を図るという事で決まり

ました。来年度予算の確保という形では、今年度と同様になり

ました。農業委員会の広域連携会議につきましては、北多摩５

市の会議という事で、北多摩地区が１２月１２日（木）、会長

職務代理の研究会につきましては１月２２日(水)に決定しまし



た。以上です。 

 

議 長   ２月４日（火）に北多摩地区優秀農業者表彰事業の表彰式が行

われますので、職務代理と中村委員は出席をお願いいたしま

す。よろしいですね。 

 

委 員   はい。 

 

議 長   ③特定生産緑地制度・都市農地の貸借の円滑化に関する法律に

対する勉強会。令和元年１０月２１日（月）午後２時より清瀬

市コミュニティプラザひまわりにて行われました。参加者は農

業委員、事務局です。事務局から報告をお願いいたします。 

 

事務局   １０月２１日（月）に特定生産緑地制度・都市農地の貸借の円

滑化に関する法律に対する勉強会を東京都農業会議の松澤業務

部長をお招きし、勉強会を開催しました。内容は特定生産緑地

制度・都市農地の貸借の円滑化に関する法律の概要についてで

す。以上です。 

 

議 長   この特定生産緑地制度・都市農地の貸借の円滑化に関する法律

の勉強会については、２４日（木）にも開催しますので、２１

日（月）に出れなかった委員さんは出席の程、よろしくお願い

いたします。以上が会議等の報告なります。 

 

（３）会議等の日程について報告させていただきます。 

 

①特定生産緑地制度・都市農地の貸借の円滑化に関する法律に

対する勉強会。令和元年１０月２４日(木) 午後２時より、JA

東京みらい清瀬支店経済棟にて行われます。参加者は農業委

員、事務局です。 

 

②農業委員会会長研究集会。令和元年１０月２９日（火）、３

０日(水)にて三重県四日市市、菰野市にて現地調査と意見交換

会が行われます。参加者は私と、事務局長です。 

 

③第２回農業まつり実行委員会。令和元年１１月６日（水）午

後２時より、JA東京みらい清瀬支店経済棟２階にて行われま

す。参加者は農業委員全員と事務局になります。これは中村委

員は中学校の職場体験と重なってしまっており、子供たちの方

をよろしくお願いします。 



 

④清瀬市農業まつり。令和元年１１月１６日（土）、１７日

（日）清瀬市コミュニティプラザひまわりにて行われます。参

加者は農業委員、事務局です。ただし、１５日（金）は準備が

ございますので、１時３０分にコミュニティプラザひまわりに

よろしくお願いいたします。できれば軽トラックで来てくださ

い。事務局でテントを張る位置は、コーンで抑えといて下さ

い。 

    

⑤令和元年度東京都農業感謝祭。令和元年１１月１９日（火） 

午前９時より明治神宮にて行われます。職務代理が参加しま

す。本年度は昨年緑綬功労賞を受賞しました、中清戸の松村新

一さんに感謝状の授与は例年職務代理に行ってもらっておりま

すので、職務代理にお願いしたいと思います。 

 

⑥令和元年第１１回農業委員会。令和元年１１月２０日（水） 

午前９時より、清瀬市健康センターにて行われます。参加者は

農業委員、事務局です。 

    

⑦令和元年度農業委員会活動推進フォーラム。令和元年１１月

２９日（金) 午後１時３０分から４時３０分。府中市生涯学

習センターにて行われます。農業委員、事務局です。農業まつ

りが終わった直後と、何かとこの時期は忙しいため、欠席とさ

せていただきます。よろしいでしょうか。 

 

委 員   はい。 

 

議 長   （４）その他、何かありますか、また、全体を通して他に何か

ありますでしょうか？ 

 

委 員   特になし。 

 

事務局   特になし。 

 

議 長   特にないようですので、終了したいと思います。慎重審議あり

がとうございます。 

 

職務代理   慎重審議ありがとうございます。以上をもちまして、第１０回

清瀬市農業委員会閉会致します。お疲れさまでした。 

 



以上会議の顛末を記載し相違ないことを証する為、これを署名捺印する。 

      

       議    長     （松村 俊夫） 

 

  署名委員（第８番）   （増田 武） 

 

  署名委員（第１０番）   （村野 政光） 

 

 


